
１０の労働トラブル防止無料セミナー労働相談で特に多い

毎年８月は”労働基準協会 無料労働相談業務周知月間”です

主催：愛知県下各労働基準協会

愛知県下労働基準協会の共通無料労働相談センター
“企業の労働１１０番” 相談室による相談活動

電話相談

面談相談

愛知県下各労働基準協会では、労働に関する相談を、

無料で対応する県下共通の相談センター「企業の労働１１０
番 労働相談室」を、令和４年度より設置しております。
愛知県下の約１万３千の労働基準協会の会員企業であれ
ば、何でも、いつでも、どこでも、企業の立場で、労働諸問題
を解決まで無料でアドバイスします。なお、未入会の企業も、
初回１回面談に限り無料でご相談が可能です。
より多くの会員企業に相談をいただきたく、毎年８月を無料

相談業務の周知月間とし、下記の周知活動を行います。
この活動の一環として、特に労働相談で多い、労働時間、

労使紛争、労働保険、ハラスメント、労働災害等の、労働トラ
ブル防止対策について解説する、「令和6年度版労働相談で
特に多い１０の労働トラブル防止無料セミナー」を開催いたします。
ぜひとも無料労働相談のご活用、ならびに本セミナーへのご参加をお願い申し上げます。

無 料
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受講も可能

●日 時 令和６年８月２３日㈮ １３：３０～１６：３０ ●会 費 無 料

●会 場 中日ホール＆カンファレンス カンファレンスルーム３
名古屋市中区栄４－１－１ 中日ビル ６F

●定 員 会場参加は６０名(定員になり次第締め切ります) インターネット受講も可能です。

●内容・講師

１．無料労働相談の現状と相談に見られる特徴
２．令和6年度版労働相談で特に多い １０の労働トラブル防止

３．良好な労使関係による企業の繁栄

令和6年度版労働相談で特に多い １０の労働トラブル防止無料セミナー

⑴通常勤務を希望する
メンタル不調者への対応

⑵パワハラ行為を度々行う
労働者への対応

⑶トラブルとならない
非正規労働者の活用策

⑷ＬGBＴＱ労働者への対応

⑸重篤な労働災害
発生時の対応

⑹過労死・過労自殺
発生時の対応

⑺労働保険料の申告が
誤っていた場合の対応

⑻採用後に問題が見つかった
社員への対応

⑼重大な規則違反を行った
労働者への対応

⑽時間外・休日労働を勝手に
行う社員への対応

（一社）名北労働基準協会
副会長・専務理事
特定社会保険労務士
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無 料 労働 相 談 業 務周 知 月 間 の実 施 事 項

１．無料セミナーの開催
令和6年度版「労働相
談で特に多い１０の労
働トラブル防止無料セミ
ナー」を開催
します。

２．相談事例の閲覧
相談事例記事「こちら
企業の労働110番です」
を、名北協会のホーム
ページから
ご覧いただ
けます。

３．臨時相談室の開設
下記セミナー・労働実
務基礎講習(8月2日豊田
市、8月8日名北協会)の
会場に、臨
時相談室を
開設します。

４．相談室案内の配布
「企業の労働１１０番」の
案内と、電話番号が記
載されたシールを、全
会員企業
にお配り
します。

５．関連記事の掲載
「企業の労働１１０番」の
関連記事を、各労働基
準協会
の会報に
記載しま
す。

×

企業の労働110番
(052)961-7110

企業 労 働 何でも １１０番

11,625
件

令和５年度相談内訳

令和6年度版

トラブル事例は令和5年度と全く異なります



令和6年度版 １０の労働トラブル防止無料セミナー申込書（コピー可能）

・この受講申込書でご提供頂いた個人情報は、今回お申込み頂いた講習会の受講者資料並びに講習のご案内送付用として

  使用し、受講者の同意なく目的外の利用を行うことはありません。
R6.5.10

申込協会 労働基準協会 会員番号

事業場名
T E L
F A X
E - m a i l

( ) ―
( ) ―

所在地
〒

事業内容 労働者数 名

受
講
者
名

区分 氏 名 所属部署・職名 受講区分 ご案内送付先

□会場受講
□インターネット受講

受講者・担当者

（部署名

様)

□会場受講
□インターネット受講

●会場案内 中日ホール＆カンファレンス
【会場アクセス】

〇電車
地下鉄東山線栄駅から地下街直結
地下鉄名城線栄駅から地下街直結
名鉄瀬戸線栄町駅から地下街直結
（13番出口横）

〇バス
「栄バス停」下車

〇お車（高速道路をご利用の方）
名古屋高速「東新町」出口より約500m

申込日 令和６年 月 日

ご記入
不要です

名北労働基準協会員
のみご記入ください。

〇をつけて
ください

開催日 令和６年８月２３日

・会場実施日の一週間後より視聴できます。

・視聴方法、パスワード、資料のダウンロード

方法は視聴開始日までにお知らせします。

・視聴可能期間は令和６年９月末日までです。

●インターネット受講について

申 込 要 領
申込書を各労働基準協会へFAX下さい。会場受講の場合は、開講１週間前までにお送りするご案内用紙を当日お持ちください。
インターネット受講の場合は、ご案内用紙に視聴パスワードを記載いたしますので、視聴開始日まで大切に保管してください。

名 称 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号 対象地区

申

込

先

(公社 )愛知労働基準協会〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-26 (052)221-1438 (052)204-1268 愛知県以外の地域

(一社 )名北労働基準協会〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1 (052)961-1666 (052)962-1670 中/東/北/守山区/春日井市/小牧市

(一社)名古屋南労働基準協会〒455-0014 名古屋市港区港楽1-2-2 (052)651-9246 (052)651-1411 中川/港/南区

名 古 屋 東 労 働 基 準 協 会〒467-0863 名古屋市瑞穂区牛巻町8-9 渡辺ビル２階 (052)882-3909 (052)883-3586
千種/昭和/瑞穂/熱田/緑/名東/天白区/豊
明/日進市/愛知郡東郷町

名 古 屋 西 労 働 基 準 協 会〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-5-17 ネットプラザ柳橋ビル６階 (052)581-8086 (052)581-8089 中村/西区/清須/北名古屋市/西春日井郡

豊 橋 労 働 基 準 協 会〒440-0874 豊橋市東松山町14 (0532)54-2131 (0532)54-2130 豊橋/豊川/蒲郡/新城/田原市/北設楽郡

岡 崎 労 働 基 準 協 会〒444-0831 岡崎市羽根北町1-3-8 (0564)52-3692 (0564)54-0739 岡崎市/額田郡

一 宮 労 働 基 準 協 会〒491-0044 一宮市大宮1-3-6 グランドメゾン大宮１階 (0586)48-5495 (0586)48-5496 一宮/稲沢市

(一社 )半田労働基準協会〒475-0902 半田市宮路町151-32 (0569)21-4440 (0569)21-4441 半田/常滑/東海/知多/大府/知多郡

(一社 )刈谷労働基準協会〒448-0853 刈谷市高松町1-29 ハートヒルズ刈谷ビル５階 (0566)21-6337 (0566)21-6366 刈谷/碧南/安城/知立/高浜市

豊 田 労 働 基 準 協 会〒471-0826 豊田市トヨタ町１番地 トヨタ会館Ｇ階 (0565)28-9411 (0565)24-3922 豊田/みよし市

瀬 戸 労 働 基 準 協 会〒489-0805 瀬戸市陶原町1-8 瀬戸陶磁器会館内 (0561)82-2575 (0561)59-3575 瀬戸/尾張旭/長久手市

津 島 労 働 基 準 協 会〒496-0044 津島市立込町3-26 ツシマウール会館内 (0567)26-4603 (0567)28-7390 津島/愛西/弥富/あま市/海部郡

江 南 労 働 基 準 協 会〒483-8164 江南市木賀東町新塚220-1 (0587)55-2341 (0587)55-6125 江南/犬山/岩倉市/丹羽郡

西 尾 労 働 基 準 協 会〒445-0062 西尾市丁田町五助6-1 山田ビル４階４Ｄ (0563)56-0244 (0563)56-0244 西尾市

申 込 要 領

中日ホール＆カンファレンス

※「栄 森の地下街」の13番
出口すぐ横に中日ビル
地下出口があります。
ビル入館後、エレベー
ターにて６Ｆカンファレ
ンスルーム３までお越
しください。
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